
令和５年度 倉吉市農業委員会臨時総会議事録

○ 日 時 令和５年７月２０日（木）午後１時３０分～午後２時３０分

○ 場 所 倉吉市役所 第２庁舎 会議室３０２

○ 臨時議長 ５番 福井 章人 委員

○ 議 長 ２番 山脇 優 会長

○ 署名委員 １番 髙見 美幸 委員

３番 船越 省吾 委員

○ 出席委員
（１９人）

１番 髙見 美幸 委員 ２番 山脇 優 委員 ３番 船越 省吾 委員

４番 田村 静伸 委員 ５番 福井 章人 委員 ６番 藤井由美子 委員

７番 室山 恵美 委員 ８番 吉村 年明 委員 ９番 山下 賢一 委員

１０番 筏津 純一 委員 １１番 堀川 理恵 委員 １２番 數馬 豊 委員

１３番 鐵本 達夫 委員 １４番 美田 俊一 委員 １５番 衣笠健一郎 委員

１６番 松本 幸男 委員 １７番 河野 正人 委員 １８番 原田 明宏 委員

１９番 早田 博之 委員

※開会前：農業委員会委員の選任に伴う辞令交付式

１ 開 会

内川 事務局長

只今より令和５年度倉吉市農業委員会臨時総会を開催致し

ます。

本日の進行役を務めます、農業委員会事務局長の内川でござ

います。どうぞよろしくお願い致します。

２ 市長あいさつ

内川 事務局長

本日は農業委員の任期満了に伴う任命の後の最初に行われ

る会議ということでございまして、この総会につきましては農

業委員会等に関する法律第 27 条第１項の規定に基づきまして

市町村長、倉吉市長が招集することとなっております。

会議開催に先立ちまして、本日この会議を招集されました広

田一恭倉吉市長様より、ごあいさつをいただきます。よろしく

お願い致します。

広田 倉吉市長 あいさつ －（内容省略）－

３ 委員等の自己紹介

内川 事務局長

ありがとうございました。会議開会に先立ちまして、委員皆

様のご紹介と事務局職員の紹介を行いたいと思いますので、よ

ろしくお願い致します。

それでは、仮議席の順に、番号１番の髙見委員から順次自己

紹介をお願い致します。



委員全員 （着席番号順に自己紹介）

内川 事務局長

どうもありがとうございました。次に事務局の職員を紹介さ

せていただきます。会場内は私を含めて３名ということで、お

手元の別冊資料の８ページに事務分掌表をつけております。事

務局は５名で対応させていただいております。

事務局全員 （職員自己紹介）

４ 議事

第１ 臨時議長の選出について

内川 事務局長

それでは只今より、会議に入らせていただきます。本日は、

選任後初めての会議でございますので、新会長が決まるまでの

間議長の職務を行うものがいないため、臨時の議長を地方自治

法第１０７条の規定を準用いたしまして、年長委員が臨時に議

長を行うことにしております。

本日の出席委員の中では、福井章人委員が年長の委員でござ

います。福井章人委員、議長席の方へご着席お願いします。

臨時議長も決まりましたので、広田市長におかれましては退

席されることをお許し下さい。

（福井委員 議長席 着席）

（広田市長 退室）

福井 臨時議長

只今、臨時議長に指名されました福井章人でございます。会

長が決まるまで、私が臨時議長の職務を務めさせていただきま

す。

それでは只今から、令和５年度倉吉市農業委員会臨時総会の

議事に入らせていただきます。

本日の議事日程についてお諮り致します。

臨時議長のもとで行う議案日程は、

第２ 委員仮議席の指定について

第３ 倉吉市農業委員会会長選挙について

の２件を審議させていただきます。ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ありがとうございます。



第２ 委員仮議席の指定について

福井 臨時議長

それでは、日程「第２ 委員仮議席の指定について」を行い

ます。

只今、ご着席の議席を仮議席として指定を致します。よろし

いでしょうか。

（異議なしの声）

只今、ご着席の議席を仮議席として指定しました。

第３ 倉吉市農業委員会会長選挙について

福井 臨時議長

次に、日程「第３ 倉吉市農業委員会会長選挙について」に

移ります。

まず事務局より選挙方法について説明をお願いいたします。

内川 事務局長

会長選挙について若干説明をさせていただきます。まず会長

につきましては、農業委員会等に関する法律第５条に基づきま

して、まず第１項にですね「農業委員会に会長を置く。」とさ

れてございまして、その２項に「会長は、委員が互選した者を

もつて充てる。」とあります。この互選に関しましては今日の

別冊資料の 11 ページに載せておりますけれども、倉吉市の農

業委員会規定第４条第１項に「会長及び会長職務代理者の選挙

は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当

選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定め

る。」となってございまして、その次に同じ第４条第２項には

「委員会は、委員中に異議のない時は、前項の選挙について指

名推薦の方法を用いることができる。」となってございます。

この「指名推薦」についてでございますけれども、地方公共

団体の議会におきまして議長や副議長などの選挙を行うとき

に、議員に異議がないときには特定の候補者をあらかじめ指定

して会議に諮り、全員の同意によってその者を当選人とすると

いう方法になります。先程申し上げたとおり、規定の中で委員

中に異議がないときに行うことができるということでござい

まして、まず「指名推薦」を用いることにつき、お諮りいただ

くということになります。その結果によりまして、指名もしく

は無記名の投票に移行するということとなります。説明は以上

でございます。



福井 臨時議長

それではここで選挙の方法についてお諮りをいたします。会

長選挙の方法は、まずは、「指名推薦」の有無について、皆様

にお諮りすることとしてよろしいいでしょうか。

（異議なしの声）

異議がないようです。

指名推薦があった場合、委員全員が異議のない時は、投票に

よらないこととなりますが、指名推薦はありませんか。

はい、１３番鐵本委員。

鐵本 委員
私のほうから指名させていただきたい方があるので、その件

について発言してよろしいでしょうか。

福井 臨時議長 はい。

鐵本 委員

会長の候補として、今までも会長を務めてこられました山脇

委員を推薦させていただきたいと思います。その理由につきま

しては、自らが農業者として耕作して、それを収穫する、更に

販売する。そういう楽しさ、苦しさを体験しておられるという

観点もあります。更に農業の関係の、共済関係においても役を

しておられまして農業者としての横のつながりがあり、更に農

業委員会会長としての広い人脈を培っておられますので、そう

いった観点からも適任ではないかというふうに思います。

更に農業委員会の今までの運営をずっと改革してこられて、

かなり活性化されて以前に比べて大きく違ってきました。こう

いったことで、かなり難しい農業の情勢の中から尽力していた

だけたらと思います。それから農業の基本法、そういったもの

が今度改正されるということで、来年は議会、国会に上がるん

だという話も出ております。そうしましたら、農業情勢という

のはどんどん変わっていくし、それに対応していかなきゃいけ

ないというようなことで、経験と新たなそういった関係の勉強

とかを通じてぜひともこの３年間を山脇委員に務めていただ

けたらというようなことで、推薦申し上げさせていただきま

す。以上です。



福井 臨時議長

只今、鐵本委員より山脇委員を推薦するというご意見がござ

いました。皆さまのご意見を伺いたいと思います。いかがでし

ょうか。

（異議なしの声）

異議なしということでございますので、ただ今の推薦につき

まして賛成の方は挙手をお願いします。いかがでしょうか。

（全員挙手）

全員挙手ですので、山脇委員が指名推薦により会長に当選さ

れました。ご承諾であれば、ご就任のあいさつをお願いします。

山脇 新会長 新会長就任あいさつ －（内容省略）－

福井 臨時議長

以上で、臨時議長の職務は終了致しました。議事進行にご協

力いただきありがとうございました。それでは、議長を交代致

します。

第４ 倉吉市農業委員会会長職務代理者選挙について

山脇 議長

それでは再開させていただきます。今後は、私の方で議事を

進行させていただきます。

これからの議事日程についてお諮りいたします。

まず初めに「第４ 倉吉市農業委員会会長職務代理者選挙に

ついて」お諮りいたします。

その他、

第５ 委員議席の決定について

第６ 議事録署名委員の決定について

第７ 農地利用最適化推進委員の委嘱について

第８ その他

各議題がございますが、日程に従って進行することにご異議

ございませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって、以上を本日の日程とするこ

とに決定致しました。



まず「第４ 倉吉市農業委員会会長職務代理者選挙につい

て」を行います。事務局説明をして下さい。

内川 事務局長

会長職務代理者選挙についてご説明申し上げます。会長職務

代理者につきましては、農業委員会等に関する法律第５条第５

項によりまして「会長が欠けたとき又は事故があるときは、委

員が互選した者がその職務を代理する」とあり、互選と規定さ

れています。会長選挙の時にもご説明いたしましたとおり、農

業委員会の規定でですね「会長及び会長職務代理者の選挙は、

無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人

とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。」

となっており、「委員会は、委員中に異議のないときは、前項

の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。」とな

っております。指名推薦の説明は割愛させていただきます。以

上です。

山脇 議長

ただ今職務代理の選挙について説明がございました。まず

は、「指名推薦」の方法ですることについて、皆様にお諮りし

てよろしいでしょうか。

（異議なしの声）

異議がないようです。指名推薦による職務代理者の選挙につ

いて、皆さんのご意見をお聞きします。はい、鐵本委員どうぞ。

鐵本 委員
鐵本です。指名させていただきたい委員がおられますので、

発言の許可をよろしいでしょうか。

山脇 議長 はい、どうぞ。

鐵本 委員

職務代理といたしまして、藤井由美子委員を推薦させていた

だきたいと思います。その理由につきましては、今まで会長を

補佐してこられたという実績もありますし、何より会長と一緒

ですけれど自らが農業生産法人を運営して、その中で切ないと

きも楽しいときもうれしいときも、皆そういったことを経験し

て農業をずっとしてきておられるという実績です。

それから今、できるだけ女性が参画して女性の観点から物事



を見ていくという観点からあります。ぜひ気を巡らして助け合

いながら、今回も運営をしていただけたらということで推薦さ

せていただきたいと思います。以上です。

山脇 議長

只今、鐵本委員より藤井委員を推薦したいということでござ

いますが、これにつきまして各委員の異議がないことを確認す

るため、挙手による採決を行います。

藤井委員の会長職務代理の推薦について、賛成の方の挙手を

求めます。

（全員挙手）

賛成多数でございますので、会長職務代理者は藤井委員に決

定をさせて頂きます。新会長職務代理者、藤井さんごあいさつ

をお願い致します。

藤井 新職務代理 新会長職務代理者就任あいさつ －（内容省略）－

第５ 委員議席の決定について

山脇 議長

それでは、日程「第５ 委員議席の決定について」でござい

ます。

議席につきましては、倉吉市農業委員会会議規則第４条の規

定により、「議席は、あらかじめ、くじで定める。」となってお

り、受付の際に「あらかじめ抽選」をしていただいております

ので、その順番をもちまして議席といたしたいと考えますが、

これについてご異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしということでございますので、事務局長より発表を

させていただきます。



内川 事務局長

読み上げさせていただきます。

議席番号 １番 髙見委員

議席番号 ２番 山脇委員

議席番号 ３番 船越委員

議席番号 ４番 田村委員

議席番号 ５番 福井委員

議席番号 ６番 藤井委員

議席番号 ７番 室山委員

議席番号 ８番 吉村委員

議席番号 ９番 山下委員

議席番号 10 番 筏津委員

議席番号 11 番 堀川委員

議席番号 12 番 數馬委員

議席番号 13 番 鐵本委員

議席番号 14 番 美田委員

議席番号 15 番 衣笠委員

議席番号 16 番 松本委員

議席番号 17 番 河野委員

議席番号 18 番 原田委員

議席番号 19 番 早田委員

以上でございます。

山脇 議長 ただ今朗読いたしましたとおり、議席を決定いたしました。

第６ 議事録署名委員の決定について

山脇 議長

続いて、「第６ 議事録署名委員の決定について」でござい

ます。

議事録署名委員の指名につきましては、こちらから指名でよ

ろしいでしょうか。

（異議なしの声）

異議なしということでございますので、

１番 髙見委員

３番 船越委員

本日の議事録署名委員をお願い致します。



第７ 農地利用最適化推進委員の委嘱について

山脇 議長

次に、日程「第７ 農地利用最適化推進委員の委嘱について」

委員の皆様にお諮り致します。それでは事務局より説明をお願

いします。

内川 事務局長

そうしますと、議案７ページになります。農地利用最適化推

進委員の委嘱についてということで、

第１地区 福井満寿美、山脇賢治

第２地区 塚根正幸、田倉恭一

第３地区 秋山美香、藤原 治

第４地区 林 修二、小谷義則

第５地区 山下洋一郎

以上９名を提案させていただきます。なお別紙で経歴等を記

載した資料をお配りしておりますのでご覧ください。

なお、選考までの経過ですが、農地利用最適化推進委員の公

募は、委員さんと同じように３月１７日から始めまして、４月

１７日までの１ヶ月間行いまして、第１地区と第３地区におき

まして５月１日まで期間延長ののち、定数の９名の応募もしく

は推薦がございました。

５月２３日に農地利用最適化推進委員候補者評価委員会を

開催し、その９名を農地利用最適化推進委員として委嘱するこ

とは、妥当であると判断されまして、令和５年６月９日付けで

農業委員会に対して妥当という旨の通知がございました。

以上が経過でございます。

山脇 議長

只今、農地利用最適化推進委員の委嘱について、事務局より

説明がございました。議案に対するご意見、ご質問はございま

せんか。

（異議なしの声）

異議なしと認め、賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

はい、ありがとうございました。農地利用最適化推進委員の

委嘱については承認と致します。



第８ その他

山脇 議長

それでは、その他の項に入ります。

１）倉吉市都市計画審議会委員の決定について。現在は福井

委員になって頂いておりますが、いかがいたしましょうか。引

き続いて福井委員にとも考えますが、今回は交代をいただき、

市の元建設部長でもありました早田委員にお願いしたいと思

いますが、いかがでしょうか。

（異議なしの声）

では早田委員にお願いをいたします。

続きまして２）倉吉市農業再生協議会会員の決定についてで

す。原田委員がなっておられましたがなかなか忙しいときもあ

って大変だということで、集落営農の代表でもあります美田委

員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

（異議なしの声）

では美田委員にお願いを致します。

続きまして３）倉吉市農業者年金加入推進部長について。こ

れまで松本委員に務めていただいてますが、年金受給者でもあ

ります河野委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょう

か。

（異議なしの声）

やはりよく分かっている人にお願いしたいなという声があ

りまして、河野委員にお願いを致します。

この後、各地区代表委員の選出をお願いします。休憩時間に

入りますが、その間に５地区に分かれて協議していただいて話

し合いで出していただければと思います。１０分間休憩としま

す。

※ 休憩



委員全員 （５地区に分かれて協議）

※ 休憩終了

山脇 議長
それでは再開致します。まず始めに、事務局より各地区代表

委員を発表して下さい。

内川 事務局長

地区代表委員についてご報告させていただきます。

（各地区代表発表）

第１地区 １番 髙見 美幸 委員

第２地区 １０番 筏津 純一 委員

第３地区 １７番 河野 正人 委員

第４地区 １２番 數馬 豊 委員

第５地区 １３番 鐵本 達夫 委員

以上でございます。

山脇 議長

以上発表したとおりでございますので、よろしくお願いした

いと思います。

続きまして、各専門委員というのがございまして、この委員

会等について皆さんにこれから寄っていただくとなるとかな

り時間がかかりますので、事務局案として皆さんにお諮りした

いと思いますが、いかがでしょうか。

（異議なしの声）

皆さん、異議なしということですので配って下さい。

※ 配布

山脇 議長

それではご覧いただきたいと思います。

（以下読み上げ）

総務委員会

委員：山脇会長、藤井職務代理、髙見委員

福井委員、美田委員、早田委員、松本委員

河野委員、數馬委員

委員長：松本委員 副委員長：美田委員



企画委員会

委員：山脇会長、藤井職務代理、吉村委員、田村委員

山下委員、衣笠委員、鐵本委員

委員長：山下委員 副委員長：鐵本委員

編集委員会

委員：山脇会長、藤井職務代理、船越委員、室山委員

筏津委員、堀川委員、原田委員

委員長：室山委員 副委員長：原田委員

ということで、案として皆さんにお配りいたしました。この

案について皆さんにご承諾いただかなければなりませんので、

この案について、異議なしという方の挙手をお願いいたしま

す。

（全員挙手）

はい、ありがとうございます。全員賛成ということでござい

ますので、この委員会でお願いいたします。

総務委員会は１年に１回の定期総会の議案と違反転用のあ

った場合の委員会、違反転用者を呼び出してのそれぞれの会を

行います。そして企画委員会は、県内研修、県外研修、農業委

員会の中の研修会、これを担当していただきます。編集委員会

は年に１回発行しております、倉吉市農業委員会だより。この

間の県の総会におきましても、全国農業会議所より全国農業新

聞賞の受賞をいたしております。昨年の農業委員会だよりでご

ざいます。室山委員に総会に出ていただいて、授与していただ

いておりますのでご報告をいたします。そのように倉吉市農業

委員会だよりもカラーになってから本当によく皆さんが見や

すくて良い、という声を聞いておりますので、また編集委員の

方はそれぞれに記事を集めていただいて来年の３月にはいい

たよりを発行していただきたいと思います。それでは各委員会

については以上でございます。

連絡事項です。農業委員会と農協等合同のくらよし農業に関

する相談会というのが月に１回、午前中あります。それは皆さ

んが当番として２名ずつ出ていただきます。それから農業委員

会の日に、午前中に現地調査がございます。例えば非農地証明

とか宅地申請とか出た場合には、必ず午後の農業委員会開会ま

でに午前中に現場を見てもらって、会長も職務代理も局長もま



わりますけども、毎回農業委員が 1人、推進委員が 1人計２名

で当番委員を務めていただいてまわっておりますのでその順

番を発表させていただきます。

内川 事務局

推進委員さんにつきましては、これから委嘱ということにな

るんですけど、あらかじめお名前を入れて割り振りさせていた

だいております。くらよし農業に関する相談会につきましては

昨年から１０月から１月までの間、午前と午後としておりまし

て、強化期間となっておりますのでお忙しい時期かと思います

がよろしくお願いします。

事務局

別冊資料５ページ、６ページの件

お配りしておりますが、毎月の現地調査の日程とくらよし農

業に関する相談会の当番表になりますので、ご自分の日程を確

認して頂いて、都合が悪い場合は次回以降の委員に依頼する等

交代調整をよろしくお願いします。通知文の中に次回の当番委

員の記載がありますので、まずそこの方にあたっていただい

て、それが難しいようなら他の方と交代調整の方をしていただ

けたらと思います。

それから今後の会議等の予定について、毎月の定例会ですが

毎月１０日で土日が絡む場合は金曜日にしておりますけれど

も、４月は人事異動等もあって間に合わないということもあっ

て後にするとしておりますので、正確には日程表を見て対応し

ていただきたいと思っております。

最後に各議案の参考資料ということで、転用の許可要件、非

農地証明取り扱い、利用権設定の記入例、農作業の標準料金や

賃借料の情報など、参考の資料をお配りしております。時間の

関係で今日は資料説明はしませんが、何かわからないことがあ

ればせっかくの機会ですので、事務局に質問していただければ

と思っております。以上、よろしくお願いします。

山脇 議長

現地調査の日程が毎回９時半から１２時になっております

が、調査の量によっては開始時間が遅くなります。行く所が少

ない場合は１０時とか１０時半からになりますので。それで昼

は市から食事代が出ますので、現地調査が終わりましたら喫茶

店で食べて、休憩して１３時半の会議に間に合うようにしてお

ります。どうしても都合が悪い場合、前もって次か次の方の了

解を得れば交代していただくこともできます。ただし午後の定

例会につきましては休まないようにお願いしたいと思います。

これは申し合わせ事項で１０年位前だったかな稲刈りのオ

ペが終わらないんで休ましてくれということがあったり、梨の

選果の日でどうのこうのと。それは理由になりませんよ、と。



田植は理由になりません。病気、冠婚葬祭は仕方ありませんけ

れど、さっき言ったような理由で休みということはできません

ので休まないようにお願いします。といいますのが、１ヶ月午

後の１時間か２時間程度の定例会しか出席することはありま

せんので、できれば出席するようにしていただかなければなり

ません。これは公務の一環ですから、倉吉市から特別報酬をも

らってる委員でございますので、そういう委員であるという

ことを承知で皆さんは委員になっておられますので、休むこと

はなりませんのでよろしくお願いしたいと思います。

それから県内研修、県外研修も同じことでございます。これ

も公務の一環として行きますので、理由なしで休むことはでき

ませんのでその点を充分頭の中においてください。各地区代表

の農業委員だということを自覚していただきたいと思います

のでよろしくお願いします。

もう１点、今までの委員の方もなんですけれども毎月例会で

第３条、第４条、第５条ということで審議していただきますが、

３条とは何か、４条５条についても皆さんご存じですよね。必

ず農業委員の方は知っておられないといけませんので、きちん

と勉強しておいてください。転用の場合、相続の場合いろいろ

ございますので。この前、高知県の農業委員会だよりに３条、

４条、５条の説明がしっかりと書いてありました。それも１つ

の手かなと、また編集委員会でもそういうのを検討していただ

ければと思います。

６ 閉 会

山脇 議長

その他ありませんか。

（なしの声）

それではないようですので、これをもちまして臨時総会を閉

会致します。

午後２時３０分 閉会


